
事務 ト

管

額障害児通所給付費 発

理

達支援、高額障害児通

経

所給 発達支援、高額障

費

害児通所給 発達支援、

[

高額障害児通所給

支給

長

付費支給 付費支給 付費

期

支給

総合計画

２　事業コスト

事業費

]

等（千円）
平成30年

そ

度 平成31年度 令和0

の

2年度 令和03年度 令

他

和04年度

当初予算 決

分

算 当初予算 決算 当初予

野

算 決算 当初予算 決算 計

別

画 決算

事業費 1,21

目

5,857 1,244

標

,850 1,294,

４

706 1,507,6

誰

42 1,510,61

も

2 1,693,854

が

1,638,049 0

安

0 0

伸び率（％） 3.

心

1% 10.9% 6.5

し

% 21.1% 16.7

て

% 12.4% 8.4%

住

△100% △100%

み

0%

人件費
正規職員 1

続

7,343 16,86

け

4 16,431 17,

ら

317 17,119 1

れ

6,323 16,32

る

3 0 0 0

正規職員以外

持

1,567 3,830

続

4,191 5,952

可

5,740 4,643

能

4,643 0 0 0

小計

な

18,910 20,6

ま

94 20,622 23

ち

,269 22,859

事

20,966 20,9

業

66 0 0 0

国庫支出金

区

607,928 622

分

,425 647,35

(

3 733,796 75

2

5,306 755,3

)

06 814,315 0

自

0 0

県支出金 303,

治

963 309,600

事

323,676 366

務

,489 377,65

○

3 377,653 40

法

7,626 0 0 0

市　

定

　債 0 0 0 0 0 0 0 0

受

0 0

そ の 他 0 0 0

託

0 0 0 0 0 0 0

一般財

事

源（税等） 303,9

務

66 312,825 3

そ

23,677 407,

の

357 377,653

他

560,895 416

政

,108 0 0 0

所要人

　

数 正規職員 2.17 2

策

.11 2.04 2.1

９

5 2.15 2.05 2

将

.05 0.00 0.0

来

0 0.00

（人） 正規

に

職員以外 0.66 1.

向

64 1.86 2.69

か

2.69 2.16 2.

っ

16 0.00 0.00

て

0.00

主な予算内訳

希

障害児施設給付費　１

望

，２９４，７０６千円

の持て

３　目

る

標及び実績
指標名 単位

福

平成30年度 平成31

祉

年度 令和02年度 令和

社

03年度 令和04年度

会

活
動
指
標

児童発達支援

の

の実利用者数
人

目標値

形

261 288 320

実

成

績値 274 348 39

会

0

達成度(%) 100

計

.7% 120.8% 1

款

21.9% % %

放課後

施

等デイサービスの実利

　

用者数
人

目標値 551

策

608 672

実績値 6

３

15 693 710

達成

障

度(%) 110.3%

害

114.0% 105.

の

7% % %

成
果
指
標

児童

あ

発達支援月間延利用者

る

数
人

目標値 3,157

人

3,444 3,767

事

の

実績値 3,185 3,

自

737 4,228

達成

立

度(%) 99.9% 1

と

08.5% 112.2

社

% % %

放課後等デイサ

会

ービス月間延利用者数

参

人
目標値 6,422 7

加

,090 7,828

実

の

績値 6,940 7,8

推

89 8,303

達成度

進

(%) 91.1% 11

会

1.3% 106.1%

計

% %

・ 項

予算区分 目

取組方針 ２
地域での生活を送るための支援体制づくり 大事業

中事業

事業種別 継続 関連個別計画 和歌山市障害者計画

事業年度 無し ～ 無し 担当課・担当課長・Tel 障害者支援課 西岡

業

　貞晶 435-1060

事業実施の根拠法令 児童福祉法 関連課 保健対策課

１　事業内容
（「誰・何」をどういう状態にするための事業か） 全体事業概要

事
業
目
的

児童福祉法に基づく障害児

チ

通所給付費等の支給決定を受けた障害のあ 障害児通所支援事業を実施する。

る児童に対して障害児通所支援事業を実施し、障害のある児童の集団 （実施事業）

生活への適応訓練等を行う。 児童発達支援事業・医療型児童発達

ェ

支援事業・放課後等デイサービス事業・保育所等訪問支援事業・障害

また、高額障害児通所給付費を支給し、世帯の利用者負担を軽減する 児相談支援事業・居宅訪問型児童発達支援事業、高額障害児通

事

所給付費の支給

。

事
業

ッ

務

内
容

平成30年度 平成

事

31年度 令和02年度

業

令和03年度 令和04

N

年度

障害児通所支援事

o

業の支給決 障害児通所

事

支援事業の支給決 障害

業

児通所支援事業の支給

名

決 障害児通所支援事業

[

の支給決

定を行い、障

事

害児通所給付費 定を行

ク

業

い、障害児通所給付費

基

定を行い、障害児通所

本

給付費 定を行い、障害

情

児通所給付費

等を支給

報

した。 等を支給した。

]

等を支給した。 等を支

1

給する。

（対象事業）

5

（対象事業） （対象事

0

業） （対象事業）

児童

5

発達支援事業・医療型

シ

2

児 児童発達支援・医療

障

型児童発 児童発達支援

害

・医療型児童発 児童発

児

達支援・医療型児童発

支

童発達支援事業・放課

援

後等デ 達支援・放課後

事

等デイサービ 達支援・

業

放課後等デイサービ 達

事

支援・放課後等デイサ

業

ービ

イサービス事業・

ー

区

保育所等訪 ス・保育所

分

等訪問支援・障害 ス・

(

保育所等訪問支援・障

1

害 ス・保育所等訪問支

)

援・障害

問支援事業・

事

障害児相談支援 児相談

業

支援・居宅訪問型児童

経

児相談支援・居宅訪問

費

型児童 児相談支援・居

○

宅訪問型児童

事業、高



性]事業手段は妥当か ○ 現行の手段でよい 一部見直しが必要 見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か ○ 市が行うべき 他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む ○ 中長期的に取り組む 緊急性は薄い

[有効性]更に効果が期待できるか ○ できる あまりできない できない

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか ○ 達成している（90%以上） おおむね達成（70～90%未満） 達成していない（70%未満）

[有効性]上位施策への貢献度 ○ 重要かつ高い貢献度がある 一定の貢献度がある 貢献度は低い

[効率性]事業費を抑制できるか ○ できない 制約はあるが可能性はある できる

[効率性]受益者負担の見直し ○ 適正 負担は求められない 見直しが必要

５　今後の方向性（担当課評価）

事
業
内
容
の
方
向
性

充実

現状維持 ○

縮小

廃止

ゼロ 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

年々利用者数が増加していることから今後も増加することが見込まれるうえ、報酬単価等が国で定められた事業であること

から、現状の方向性で問題ないと考え

４

る。

担当課評価の根拠

　

児童福祉法に規定され

事

た事業で、必須の事業

業

であるため、引き続き

の

現行どおりで行うべき

評

である。

見直し・改善

価

内容

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか ○ 増加している 横ばい 減少している

[妥当


